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（2008 年 7 月 17 日掲載） 

 

No.53 ■「日常生活自立支援事業」について述べよ。 

解答 ・ 2007 年度から「地域福祉権利擁護事業」（国庫補助事業名）が「日常生活自立支援事業」に名

称変更された。 

・ 「日常生活自立支援事業」とは，認知症高齢者，知的障害者，精神障害者等のうち判断能力

が不十分な者が地域において自立した生活が送れるよう，利用者との契約に基づき，福祉サ

ービスの利用援助等を行うものである。 

項 目 ポイント 

(1)実施主体 ・都道府県・指定都市社会福祉協議会 

・ただし，窓口・相談業務等は市町村の社会福祉協議会等で実施する。 

(2)対象者 ・本事業の対象者は，次のいずれにも該当する者である。 

① 判断能力が不十分な者（認知症高齢者，知的障害者，精神障害者等

であって，日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報

の入手，理解，判断，意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難

な者） 

② 本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められ

る者 

(3)援助内容 [1]本事業に基づく援助の内容は，次に掲げるものを基準とする。 

①福祉サービスの利用援助 

②苦情解決制度の利用援助 

③住宅改造，居住家屋の貸借，日常生活上の消費契約及び住民票の届

出等の行政手続に関する援助等 

[2]上記に伴う援助の内容は，次に掲げるものを基準とする。 

①預金の払い戻し，預金の解約，預金の預け入れの手続等利用者の日

常生活費の管理（日常的金銭管理） 

②定期的な訪問による生活変化の察知 

(4)手続きの流れ ・利用希望者は，実施主体に対して申請（相談）を行う。 

・実施主体は，利用希望者の生活状況や希望する援助内容を確認するとと

もに，本事業の契約の内容について判断し得る能力の判定を行う。 

・実施主体は，利用希望者が本事業の対象者の要件に該当すると判断した

場合には，利用希望者の意向を確認しつつ，援助内容や実施頻度等の具

体的な支援を決める「支援計画」を策定し，契約が締結される。なお，支援
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計画は，利用者の必要とする援助内容や判断能力の変化等利用者の状況

を踏まえ，定期的に見直される。 

 

※契約内容や本人の判断能力等の確認を行う「契約締結審査会」および適

性な運営を確保するための監督を行う第三者的機関である「運営適正化委

員会」を設置することにより，契約による事業の信頼性や的確性を高め，利

用者が安心して利用できる仕組みとなっている。 

(5)利用者 ・実施主体が定める利用料を利用者が負担する。 

 

（参考） 

・実施主体が設定している訪問１回あたり利用料：平均 1200 円 

・ただし，契約締結前の初期相談等に係る経費や生活保護受給世帯の利

用料については，無料である。 

(6) 日 常 生 活 自

立支援事業の実

施状況 

（2007 年 11月末

現 在 実 利 用 者

数） 

 

対象者 認知症高

齢者など 

知的障

害者など 

精神障

害者など 

その他 計 

契約件数 13933 件 4657 件 4501 件 1425 件 24533 件 

構成比 56.8% 19.0% 18.4% 5.8% 100% 

 
http://www.yamadajuku.com/ 

やまだ塾 

Copyright(C) 2008 Shunsaku Yamada. All rights reserved. 
 

http://www.yamadajuku.com/

